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i)  国土利用計画を基本としたマスタープラン

都道府県における土地利用に関する基本的な方向づけを

行う計画。

ii) 個別規制法の指針としてのマスタープラン

土地利用に関する諸法律を通じて開発行為の規制を行う

ための基本となる計画。

（１）土地利用に関するマスタープラン機能

（３）土地利用基本計画に即して、土地利用の規制等を調整

（２）計画・規制の総合調整のためのプラットフォーム機能

・個別規制法の許可権者は、土地利用基本計画に即して、土

地利用規制を運用。

i) 都道府県を五地域に区分し、一枚の図に表示。個別規制

法を相互に調整。

ii) 都道府県の土地利用調整会議において、個別規制法の関

係者が一堂に会して議論すること等を通じて、土地利用

基本計画を適切に調整･管理。

〈土地利用基本計画の総合調整機能のイメージ〉

土地利用調整会議を、基本計画の区域変更等にとどまら
ず、土地利用調整の総合的・円滑に行うシステムとして
活用することが有効。

○ 国土利用計画法第１０条

「土地利用基本計画に即して、適正かつ合理的な土地利
用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共
団体は、この法律に定めるものを除くほか、別の法律で
定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地
の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配意しつつ、
土地利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるもの
とする。」
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○ 各個別規制法による規制のための区域（都市計
画の区域区分、農用地区域、保安林等。いわゆる
計画青地地域）以外の区域（いわゆる計画白地地
域）では規制が緩やかな状況。

○ ある個別規制法による計画白地地域において、
他の個別規制法による計画青地地域の設定が可

能な場合には、これらの連携・組合せの方針を土
地利用基本計画に位置付けることにより、体系的
に、土地利用調整上の問題に対応することが考え
られる。

上記の例でいえば、

・Ａ法での規制が緩やかな計画白地地域（①）
・Ｂ法で相当の規制が可能な計画青地地域（②）
・Ａ法とＢ法との連携の方針を土地利用基本計画に位
置づけ（③）。
・土地利用基本計画に即してＡ法、Ｂ法の規制を誘導。
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○ 各個別規制法による区域設定等は、設定ま
での間に長時間を要し、その間に無秩序な開
発の進行等が懸念されるケースもある。

○ こうした場合に、土地利用基本計画に規制
したい内容を位置づけ、個別規制法による区
域設定等までの「つなぎ」として無秩序な開
発が進行しないよう調整することが考えられ
る（例えば、区域設定までの間に、開発行為
の許可等で配慮）。
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連携の機能

○ 総合的な視点に立った方針（例えば、景観・眺望
への配慮等）から見ると、各個別規制法の運用
の間で必ずしも整合や連携が図られていないケー
スもある。

○ こうした場合に、土地利用基本計画に、総合的
な視点に立った規制・誘導の方針等を位置付け、
各個別規制法間の運用の足並みがそろうよう調
整・連携を図ることが考えられる。
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【眺望・景観】 【森林・環境】【都市・農業】


